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千葉市療育センターの指定管理に係る管理運営の基準 

 

１ はじめに 

（１）管理運営の基準の位置付け 

本書は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までにおける、千葉市療育センター設置

管理条例（昭和５６年千葉市条例第１４号。以下「設置管理条例」という。）第１条で設置する千

葉市療育センター（以下「本施設」という。）の管理運営に関し、設置管理条例第１５条に規定す

る「その他市長の定める」基準である。 

なお、設置管理条例第９条で定める指定管理者が行う業務の範囲は、選定要項、関係法令等に

よるほか、この管理運営の基準による。 

 

（２）管理運営の遵守事項 

指定管理者は、設置管理条例、千葉市療育センター管理規則（昭和５６年千葉市規則第３３号。

以下「管理規則」という。）のほか、管理運営に関係する法令、条例、条例に基づく規則、その他

千葉市（以下「市」という。）の定めるところに従わなければならない。 

 

２ 施設の概要 

（１）本館 

所在地 千葉市美浜区高浜４丁目８番３号 

施設規模 敷地面積：５，８８０．００㎡、延べ面積：５，６５２．６９㎡ 

施設構造 鉄筋コンクリート造３階建 

施設概要 

事業内容： 

（１）心身障害児総合通園センター 

  ア 療育相談所 

 イ 児童発達支援（児童発達支援センター）  

  ウ 保育所等訪問支援 

  エ 障害児相談支援、計画相談支援 

    オ 日中一時支援 

（２）障害福祉サービス事業所 いずみの家 

  ア 就労移行支援 

  イ 就労継続支援Ｂ型 

  ウ 日中一時支援 

（３）身体障害者福祉センター ふれあいの家（体育室に限る。） 

 

駐 車 場：４４台収容可 

 

開館時間： ９：００～１７：１５ 

 

休 館 日： 

（１）日曜日及び土曜日（ふれあいの家を除く。） 

（２）月曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）

に規定する休日に当たるときは、その日の翌日）（ふれあいの家に限る。） 

（３）国民の祝日に関する法律に規定する休日 

（４）年末年始（１２月２９日から翌年の１月３日まで（１月１日を除く。）の日

をいう。） 
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（２）分館 

所在地 千葉市美浜区高浜３丁目３番１号 

施設規模 

敷地面積：７，１６４．０９㎡ 

延べ面積：５，３９０．３７㎡ 

うち指定管理者管理部分延べ面積：３，２９９．２６㎡ ※ 

（ふれあいの家専有部分：１，９８０．２４㎡） 

（共有部分：１，３１９．０２㎡） 

 

※ 管理部分の詳細は、別添「旧高浜第二小学校跡施設の概要」及び「平面図」

のとおり 

 

施設構造 鉄筋コンクリート造３階建 

施設概要 

施設内容：身体障害者福祉センター ふれあいの家（体育室を除く。） 

 

駐 車 場：４９台収容可 

 

開館時間： ９：００～１７：１５ 

 

休 館 日： 

（１）月曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）

に規定する休日に当たるときは、その日の翌日） 

（２）国民の祝日に関する法律に規定する休日 

（３）年末年始（１２月２９日から翌年の１月３日まで（１月１日を除く。）の日

をいう。） 

 

 

３ 使用の条件 

（１）休日 

   設置管理条例第４条の規定に基づき、次のアからエまでに掲げる日とする。ただし、市長が管

理上必要があると認めるときは、臨時に休日を変更し又は休日以外の日を休日とすることができ

るものとする。 

  ア 日曜日及び土曜日（ふれあいの家を除く。） 

  イ 月曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日に

当たるときは、その日の翌日）（ふれあいの家に限る。） 

  ウ 国民の祝日に関する法律に規定する休日 

  エ 年末年始（１２月２９日から翌年の１月３日まで（１月１日を除く。）の日をいう。） 

 

（２）使用時間 

   設置管理条例第５条の規定に基づき、午前９時から午後５時１５分までとする。ただし、市長

が管理上必要があると認めるときは、臨時に使用時間を変更することができるものとする。 

 

（３）使用者 

   設置管理条例第６条及び管理規則第２条の規定に基づき、次のアからオまでに掲げる者とする。 

  ア 心身障害児総合通園センター 

   （ア）療育相談所 

     心身障害児又は心身に障害があると思われる児童及びそれらの保護者 
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   （イ）児童発達支援（児童発達支援センター） 

a 児童福祉法第２１条の５の５第１項に規定する通所給付決定に係る障害児（保護者と 

ともに通園することができる者に限る。） 

b 児童福祉法第２１条の６の規定による措置を受けた障害児（保護者とともに通園する 

 ことができる者に限る。） 

     （ウ）保育所等訪問支援 

      a  児童福祉法第２１条の５の５第１項に規定する通所給付決定に係る障害児 

       b  児童福祉法第２１条の６の規定による措置を受けた障害児 

   （エ）日中一時支援 

     障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第７７条第３項の規定によ

り実施する日中一時支援の支給決定に係る障害児（小学校３年生までの障害児に限る。） 

   （オ）障害児相談支援、計画相談支援 

     児童福祉法第２１条の５の５第１項に規定する通所給付決定に係る障害児の保護者又は障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第２０条第１項に規定する支給

決定に係る障害者若しくは障害児の保護者 

   イ いずみの家 

    （ア）から（エ）までに掲げる者とする。 

    （ア）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第１９条第１項に規定 

する支給決定に係る者 

    （イ）身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１８条第１項の規定による措置を 

受けた者 

    （ウ）知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の４の規定による措置を受け 

た者 

    （エ）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第７７条第３項の規定 

により実施する日中一時支援の支給決定に係る者（１５歳以上の障害児（者）に限る。）   

    ウ ふれあいの家 

実施事業の区分 使用者 

各種相談（生活・訓練・健康） 手帳所持者及びそれに準ずる者又はその家族等 

日常生活訓練 手帳所持者及びそれに準ずる者 

社会適応訓練 身体障害者手帳所持者 

スポーツ 手帳所持者 

レクリエーション 手帳所持者 

創作的活動 身体障害者手帳所持者 

ボランティア養成 ※養成講座の募集条件による。 

施設貸出 障害者団体、福祉・ボランティア団体 

福祉カー（ゆうあい号）貸出 市内在住の障害者であって日常の歩行が困難なもの及び

使用者が確保する運転手 

備考 

１ 「手帳所持者」は、市内に在住又は在勤の身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者 

保健福祉手帳の所持者をいう。 

２ 「団体」は５名以上で３／４以上が市内に在住又は在勤の者で構成されるものに限る。 

３ 「レクリエーション」事業の実施にあたっては、身体障害者に併せて、その家族及び 

地域住民も施設を使用することができる。 

４ 「社会適応訓練」、「スポーツ」、「レクリエーション」及び「創作的活動」事業の実施 

に当たっては、身体障害者の使用に支障が生じない範囲内で、身体以外に障害のある 

方も施設を使用することができる。 
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（４）使用の承認 

   設置管理条例第１０条及び管理規則第３条及び第４条の規定に基づき行うこと。 

 

（５）使用の制限等 

   使用の不承認、取り消し、制限又は停止は、あらかじめ市と協議の上、設置管理条例第１１条

及び管理規則第４条の規定に基づき行うこと。 

 

（６）使用料及び手数料 

使用料及び手数料は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定

に基づき、指定管理者が市からの使用料徴収事務に関する委託を受け、設置管理条例第１２条及

び管理規則第６条の規定に従い徴収するものとし、その減免については、あらかじめ市と協議の

上、設置管理条例第１３条及び管理規則第７条の規定に基づき行うものとする。 

   また、知的障害者福祉法第１５条の４の規定による措置に係る者及び児童福祉法第２１条の６

又は第２７条第１項第３号の規定による措置に係る者の使用に当たっては、千葉市知的障害者福

祉措置費徴収規則（昭和５８年千葉市規則第３２号）又は千葉市児童福祉措置費等の徴収に関す

る規則（平成１５年千葉市規則第２５号）の規定に基づき、市が当該措置に要する費用の徴収を

行うものとする。 

 

４ 事業実施 

  本施設が公の施設であることを踏まえ、適正かつ効果的・効率的な事業実施に努めること。 

（１）事業内容 

  ア 心身障害児総合通園センター 

   （ア）療育相談所 

     心身に障害があると思われる児童の診断・検査・評価を行い、その障害の原因・障害の程 

度・発達レベルを明らかにし、適切な療育・指導を行う。 

a 基本方針 

(ａ) 専門的知識や技術の研鑽に常に励み、最良の支援を提供すること。 

(ｂ) 医療、保健、教育その他児童福祉に関連する機関等と積極的に連携し、協力して使 

用者を支援すること。 

(ｃ) 心身障害、発達障害及びその疑いのある使用者に対し、療育機関として相談・評価・

診断・療育方針の決定を行い、療育センター内外の施設と連携した療育を行うこと。 

        b 実施事業 

     （ａ）相談 

・保護者及び関係機関から障害（疑いを含む。）のある使用者の各種相談に応じること。 

・療育相談所の使用者及びその家族に、適切な療育が受けられるよう支援を行うこと。 

     （ｂ） 診療 

・小児科 

        小児科診察を行い、評価・検査に基づいて、医学的診断を行うこと。 

・整形外科 

        運動発達に遅れや心配のある使用者の診察を行い、医学的診断や補装具等の相談及 

び作製を行うこと。 

       ・精神神経科 

        発達の遅れや心配のある使用者の診察を行い、評価・検査に基づいて、医学的診断 

を行うこと。 

・耳鼻咽喉科 

        聞こえや言葉の遅れ、発音について心配や問題のある使用者の診察を行い、医学的 
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診断を行うこと。 

    （ｃ） 検査・評価 

      ・理学療法 

       医師の指示に従い、運動発達に遅れのある使用者の評価を行い、指導を行うこと。 

      ・作業療法 

       医師の指示に従い、運動発達の遅れや日常生活動作が困難な使用者の検査を行い、指

導を行うこと。 

      ・言語指導 

       医師の指示に従い、言葉や聞こえに問題がある使用者の言語発達やコミュニケー

ション関係の検査を行い、指導を行うこと。 

      ・心理判定 

       医師の指示に従い、発達に遅れのある使用者の検査を行い、指導を行うこと。 

    （ｄ） 療育 

      ・医師の診断に基づき、個別的又は集団的に療育を行うこと。 

      ・療育の形態及び頻度については、使用者の障害及びその程度に合わせて保護者と話し

合い、適切な療育を行うこと。 

・リハビリテーション実施計画（個別支援計画）を作成して保護者の了承を得るととも 

に、定期診察時においては、その内容に基づいて使用者の発達や成長の状況、今後の課 

題及び支援内容について保護者と話し合うこと。 

 

  （イ） 児童発達支援 

     就学前の発達に遅れのある児童に日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並び

に集団生活への適応のための支援を行う。 

 

（ウ） 保育所等訪問支援 

   保育所等を訪問し、保育所等における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専

門的な支援その他の助言等を行う。 

 

（エ） 障害児相談支援・計画相談支援 

   障害児（者）の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児（者）又は障害児の保護

者の障害福祉サービス等の利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害福祉サー

ビス等の種類及び内容その他の厚生労働省令で定める事項を定めた計画を作成し、障害福祉

サービス事業者等との連絡調整等を行う。 

 

（オ） 日中一時支援 

   障害者（児）を監護している保護者が病気などの理由で日中の監護できなくなった時や休

息等が必要な場合、障害児（者）を施設に預かり、日常生活の支援等を行う。 

 

イ 障害福祉サービス事業所 いずみの家 

  （ア） 就労移行支援 

     就労を希望する障害者に対し、一定期間、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、

就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行う。 

 

  （イ） 就労継続支援Ｂ型 

     通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に対し、生産活動その他の活動の機会の提

供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行う。 
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  （ウ） 日中一時支援 

     障害者（児）を監護している保護者が病気などの理由で日中の監護できなくなった時や休

息等が必要な場合、障害児（者）を施設に預かり、日常生活の支援等を行う。 

 

  ウ 身体障害者福祉センター（ふれあいの家） 

    障害者に関する各種の相談に応じるとともに日常生活訓練、教養の向上、社会との交流の促

進及びレクリエーション等の事業を実施する。 

  （ア）基本方針 

ａ 障害者の主体性及び自立性の確立に向け、障害者の様々な相談に応じるとともに、意見・

要望を把握して支援を行うこと。 

ｂ 障害者の社会参加に向け、実施事業の内容の充実に努めること。 

ｃ 医療・保健その他障害福祉に関連する機関等と積極的に連携し、保健福祉サービスの提

供に努めること。 

ｄ 地域社会において活動を行っている障害者団体等との連携、協力を図るとともに、その

活動を支援すること。 

  （イ）実施事業 

    ａ 各種相談（生活・訓練・健康） 

      各種の相談（生活・訓練、健康）を予約制で実施し、適切な助言・指導を行うこと。    

ｂ 日常生活訓練 

      身体障害者の社会活動への参加と自立の促進を図るため、理学療法士・作業療法士・言

語聴覚士等が来所又は必要に応じ訪問にて支援する。また、巡回訓練として市民団体（自

治会等）の要望に応じ、勉強会等を行うこと。 

    ｃ 社会適応訓練 

      社会活動への参加や適応の援助を目的に、相談に応じるとともに、訓練の実施、勉強会

の開催等を行うこと。 

    ｄ スポーツ・レクリエーション 

      体力増進、仲間づくり等を目的に各種講座等を開催すること。 

    ｅ 創作的活動 

      文化教養を高めるための各種講座等を開催すること。 

    ｆ ボランティア養成 

      障害者福祉及び障害者に対する基本的な知識と正しい理解を深めるとともに、手話、点

字等の技術習得を目的とした講習会を開催すること。 

    ｇ 施設貸出 

    （ａ）障害者及びボランティア等に対するサークル活動等の会場を提供すること。 

    （ｂ）社会参加の促進等を図るため、福祉カー「ゆうあい号」の貸出を行うこと。 

    ｈ その他 

    （ａ）視覚障害者に対する情報提供事業として「声の市政だより」の発行事業を行うこと。 

    （ｂ）障害者福祉に関する図書の収集及び貸出事業を行うこと。 

（ｃ）市の公共施設等にて開催される行事等において耳の不自由な方の聞こえを補助するた

め、当該行事等の主催者に対する難聴者支援用ヒアリングループ設備（携帯用）一式の

貸出事業を行うこと。 

 

（２）安全管理 

  ア 危機管理マニュアルの作成 

様々な災害や事故等に対処できるよう危機管理マニュアルを作成し、職員への指導を徹底す

ること。また、危機管理マニュアルには、防災訓練の実施、設備の安全自主点検の方法、使用

器具機材の点検の方法及び戸締り・火気点検の項目を記載すること。 
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  イ 事故報告 

    施設の管理運営の実施に伴い事故が発生した場合は、市及び使用者の家族等へ連絡を行うと

ともに必要な措置を講じ、記録すること。また、市に対する報告は速やかに行うこと。 

（３）実習生の受け入れ 

   学校等から実習生の受け入れについて依頼があった場合は、これに積極的に応じること。 

 

（４）使用者からの意見の聴取 

   使用者及びその家族を対象として、施設の管理運営についての意見や要望を把握するため意見

の聴取を行い、可能な限り当該施設の管理運営に反映させること。また、聴取した意見について

は、市に報告を行うこと。 

 

（５）施設の使用促進 

   施設の使用を希望する者が、必要な情報を容易に得られ、適切かつ円滑に施設を使用すること

ができるように、施設及びその支援内容に関する広報等を行い、施設の使用促進に努めること。 

 

（６）制度改正等への対応 

   以上の内容は、現時点における事業実施の要求水準を示したものであり、施設の管理運営に当

たっては、関係法令の規定を遵守して行うこと。 

   また、国の制度改正等により、市から施設の管理運営に関する見直し又は要望があった場合は、

可能な限り対応に努めること。 

この他、指定管理者から市へ事業の提案をすることができるものとするが、当該提案の対応に

伴う費用負担については、市と指定管理者が協議して決定するものとする。 

 

５ 維持管理 

（１）維持管理の基本方針 

   指定管理者は、使用者が安全かつ快適に使用できるよう、施設を適正な状態に維持することを

目的に、次のアからオまでに掲げる基本方針に従い、維持管理に努めること。 

   なお、本管理運営の基準に記載のない事項については、「建築保全業務共通仕様書」（国土交通

省大臣官房官庁営繕部監修）を参考として、維持管理を行うこと。 

  ア 関係法令を遵守すること。 

イ 施設が有する機能及び性能等を保つように努めること。 

ウ 創意工夫やノウハウを活用し、効果的かつ効率的な維持管理に努めること。 

エ 施設の環境を安全、快適かつ衛生的に保つこと。 

オ 環境負荷の抑制、省資源及び省エネルギーの徹底に努めること。 

 

（２）維持管理業務 

ア 施設保守業務 

（ア）業務内容 

施設の性能及び機能を維持し、使用者に対する支援の提供やその他の各種業務が安全かつ

快適に行われるよう、各種法令等に基づき、各部の点検、保守、修繕を計画し、実施すると

ともに、記録を作成すること。 

（イ）業務対象範囲 

屋根、外壁、建具（内部・外部）、天井、内壁、床、階段、付属物等各部位とする。 

（ウ）要求水準 

ａ 部材の劣化、破損、腐食、変形等について調査・診断・判定を行い、迅速に修繕等を行

い、性能及び機能が適正に発揮できる状態に保つこと。 

ｂ 結露やカビの発生を防止すること。 
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ｃ 開閉・施錠装置、自動扉等が正常に作動する状態を保つこと。 

ｄ 施設内外の通行等を妨げず、管理運営業務に支障を来たさないこと。 

ｅ 施設において重大な破損、火災、事故等が発生し、緊急に対処する必要が生じた場合は、

市に報告するとともに、被害拡大の防止に努めること。 

イ 施設設備保守管理業務 

（ア）業務内容 

施設の性能及び機能を維持し、使用者に対する支援の提供やその他の各種業務が安全かつ

快適に行われるよう、各種法令等に基づき、電気設備、機械設備、給排水設備及び防火設備

等各種設備について、運転・監視・点検・保守等を実施すること。また、適切な設備維持管

理計画のもと、運転・監視・点検・保守・修繕・交換・調整等を実施し、記録を作成するこ

と。 

（イ）業務対象範囲 

電気設備、機械設備、給排水設備をはじめとする各種設備とする。 

（ウ）要求水準 

  ａ 運転・監視 

（ａ）各施設・部屋の用途、気候の変化、使用者の快適性等を考慮に入れて、各設備を適正

な操作によって効率よく運転・監視すること。 

（ｂ）各設備の運転中、点検、操作及び使用上の障害となるものの有無を点検し、発見した

場合は除去又は適切な対応をとること。 

ｂ 法定点検 

（ａ）各設備の関係法令の定めにより、点検を実施すること。 

（ｂ）点検により設備が正常に機能しないことが明らかになった場合、適切な方法（保守、

補修、交換、分解整備、調整等）により対応すること。 

ｃ 定期点検 

（ａ）各設備について常に正常な機能を維持できるよう、設備系統ごとに定期的に点検を実

施すること。 

（ｂ）点検により設備が正常に機能しないことが明らかになった場合、又は何らかの悪影響

を及ぼすと考えられる場合は市に報告するとともに、適切な方法（保守、補修、交換、

分解整備、調整等）により対応すること。 

ｄ 劣化等への対応 

劣化等について調査・判定を行い、適切な方法（保守、補修、交換、分解整備、調整等）

により迅速に対応すること。 

ウ 警備業務 

（ア）業務内容 

施設の秩序及び規律の維持、盗難・破壊等の犯罪の防止、火災等の災害の防止、財産の保

全及び使用者の安全を目的とする警備業務を実施すること。 

（イ）業務対象範囲 

施設内とする。 

（ウ）要求水準 

警備の方法は、下記要求を満たすものとし、具体的な方法は指定管理者に委ねるものであ

ること。また、機械警備によることも可能とする。 

ａ 施設の用途・規模・使用状況等を勘案して適切な警備計画を立て、犯罪、災害等の未然

防止に努めること。 

ｂ 警備業法（昭和４７年法律第１１７号）、消防法、労働安全衛生法（昭和４７年法律第

５７号）等関係法令及び監督官庁の指示等を遵守すること。 

ｃ 定期的に巡回を行い施設の安全を確認すること。 

ｄ 火災を発見した場合は消防に通報するとともに市に報告すること。 
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ｅ 不法侵入者、不審物を発見した場合は警察への通報等適切な処置を行うとともに市に報

告すること。 

ｆ ２４時間、３６５日施設の警備を行うこと。 

ｇ 不審者の侵入防止に努め、侵入を発見した場合は警察に通報するとともに市に報告する

こと。 

ｈ 敷地内についても、適切な警備計画を立て、犯罪、災害等の未然防止に努めること。 

エ 清掃業務 

（ア）業務内容及び範囲 

施設内の清掃業務を実施すること。 

  （イ）要求水準 

ａ 業務全般について 

（ａ）清掃業務に使用する用具及び資材等は、常に整理整頓に努め、人体に有害な薬品等は

関係法令に従い、厳重に管理すること。 

（ｂ）清掃業務の実施に要する光熱水費の計画的な節減に努めること。 

（ｃ）清掃業務の終了後は、各室の施錠、消灯及び火気の始末を実施・確認すること。 

（ｄ）清掃業務を実施する者は、当該業務にふさわしい制服を着用すること。 

（ｅ）清掃業務に使用する資材及び消耗品は清掃業務を実施する者の負担とし、品質保証の

あるものの使用に努めること。 

ｂ 施設清掃業務について 

（ａ）建物内外の仕上面及び家具・備品等を適切な頻度・方法で清掃すること。 

（ｂ）仕上面の性質等を考慮しつつ、日常清掃、定期清掃及び特別清掃を適切に組み合わせ

た作業計画を立案・実施し、施設の美観と衛生性を保つこと。 

①日常清掃 

日又は週を単位として定期的に行う業務であって、概ね次のような作業をいう。 

床掃除（掃き、拭き）、ちり払い、手摺り清掃、ゴミ等の処理、衛生消耗品の補充、衛

生陶器洗浄、汚物処理、洗面所の清掃等 

②定期清掃 

３か月又は６か月を単位として定期的に行う業務であって、概ね次のような作業をい

う。 

床洗浄、床ワックス塗布、壁の清掃、金具磨き、ガラス清掃、マット清掃、什器備品

の清掃等 

③特別清掃 

６か月又は年を単位として行う定期的な業務と不定期的な業務であって、概ね次のよ

うな業務をいう。 

照明器具及び時計の清掃、吹出口及び吸入口の洗浄、外壁及び外部建具の清掃、排水

溝の清掃等 

  オ 植栽等維持管理業務 

  （ア）業務内容及び範囲 

     敷地内の植栽を適切に保護・育成・処理するほか、清掃業務を実施することにより、良好

な自然環境を維持すること。 

  （イ）要求水準 

ａ 植栽の維持管理に当たっては、使用者及び通行者の安全に配慮すること。 

ｂ 植栽の種類、形状、生育状況等に応じて、適切な方法による維持管理を行うこと。 

ｃ 使用薬剤、肥料等は、環境及び安全性に配慮して選定すること。 

ｄ 施肥、潅水及び病害虫の防除等を行い、植栽を常に良好な状態に保つこと。 

ｅ 美観を保ち、使用者及び通行者等の安全を確保するための剪定、刈り込み及び除草等を

行うこと。 
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ｆ 敷地内清掃の作業計画を立案・実施し、美観と衛生性を保つこと。 

カ 備品等保守管理業務 

（ア）業務内容 

施設に整備されている備品等について点検、保守等を実施すること。 

（イ）業務対象範囲 

施設に整備されている備品等とする。なお、現に使用中の市所有の備品等については、こ

れを無償で貸与するものであること。 

（ウ）要求水準 

施設の管理運営に支障を来たさないよう、管理運営に必要な備品を適宜整備し、台帳を作

成してその管理を行うとともに、不具合の生じた備品については、随時、修繕・更新等を行

うこと。 

（エ）留意事項 

ａ 施設における市所有の備品の定義は、千葉市物品会計規則（昭和５３年千葉市規則第４

９号）の定義にならうこと。 

ｂ 指定管理料を財源として調達した備品は、市に所有権があること。 

ｃ 施設において市が所有する備品と指定管理者が所有する備品は区別し、一覧等により明

示すること。 

ｄ 千葉市物品会計規則上、「備品」に該当しない物品であっても、後に所有権の帰属が問題

となるおそれがある高額なものについては、備品と同様に明示しておくこと。 

キ 修繕業務 

（ア）業務内容 

使用者に対する支援が円滑に提供され、使用者が安全かつ快適に使用できるよう、施設全

体の修繕計画を策定し、修繕業務を実施すること。また、緊急の修繕の必要が生じた場合は、

速やかに市の指示を仰ぐこと。 

（イ）業務対象範囲 

修繕業務の対象範囲は、建築物、建築設備、備品等及び屋外施設とし、他の維持管理業務

と一体的に実施すること。ただし、１件１００万円以上の修繕については、原則として市が

行うものであること。 

（ウ）要求水準 

指定期間中について、現状の状態を維持すること。ただし、通常の経年変化等による施設

の使用に支障のない程度の軽度の性能劣化を除くものであること。 

ク 駐車場管理業務 

（ア）業務内容及び範囲 

敷地内の駐車場の管理業務を実施すること。 

  （イ）要求水準 

    ａ 使用者等の安全な通行路を確保すること。 

    ｂ 敷地内の安全な車両通行の動線を確保するとともに、駐車場の出入口付近に車両通行の

妨げとなる障害物又は駐車車両がないようにすること。 

    ｃ 施設関係者以外の駐車車両の有無について定期的に確認し、施設関係者以外の駐車車両

を発見した場合は、速やかに移動させること。 

    ｄ 休館日において不法駐車がないよう防止措置を講じること。 

    ｅ 駐車場の路面状況等を定期的に確認すること。 

  ケ 電話契約 

    要求水準 

 電話契約に当たっては、施設の使用形態等を踏まえ、提案方式等により、経費節減に努める 

こと。 

コ その他 
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上記に掲げるもののほか、施設の維持管理に必要な業務を実施すること。 

 

（３）実施体制 

指定管理者は、施設の維持管理業務の責任を負うものであること。維持管理業務を行う者は、

その内容に応じ必要な知識及び技能を有する者とし、法令により維持管理業務を行う者の資格が

定められている場合は、当該資格を有する者が維持管理業務を行うこと。 

また、指定管理者は、あらかじめ市の承認を得て維持管理業務の一部又は全部を第三者に委託

することができるものであること。 

 

（４）指定期間終了時の状態 

指定期間の終了時において、施設（指定管理者が指定管理料により整備した備品を含む。）が

現状の状態を維持し、著しい損傷が無い状態で市へ引継げるようにすること。 
 

６ 管理運営体制 

（１）職員配置の基準 

職員配置に当たっては、管理運営の適正な実施のため、千葉市指定通所支援の事業等の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例等の関係法令を遵守するとともに、各年度の指定管理料

の算定の根拠となる人員を配置すること。 

なお、職員の員数、雇用形態、勤続年数又は資格等については、提供する市民サービスの水準

だけでなく障害福祉サービス等の報酬額にも影響するものであるため、サービス水準を向上させ

つつ、市の使用料収入が最大となるよう、十分に配慮すること。 

（２）職員の雇用等 

   管理運営について専門的知識・技能を有する職員の雇用等に努めるほか、新たに発生する雇用

については、率先して千葉市民の雇用を図ること。また、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭

和３５年法律第１２３号）における事業者の義務を遵守し、率先して障害者雇用を促進すること。 

 

（３）職員の勤務条件等 

労働基準法その他の労働関係法令を遵守すること。特に職員の雇入時及び定期の健康診断につ

いては確実に実施し、健康管理を徹底するほか、労働災害の未然防止について適切な措置を講じ

ること。 

また、性別にとらわれない登用や仕事と家庭の両立支援等に積極的に取り組み、男女が働きや

すい職場環境の整備を行うこと。 

 

（４）職員研修等の実施 

   職員に対し管理運営に必要な研修を計画的に実施するほか、平素から実施事業について職員自

身による研究・検討を進め、事業の目標を定めて、使用者に対する支援内容の充実に努めること。 

 

（５）受動喫煙の防止 

健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第６章及び千葉市受動喫煙の防止に関する条例（平

成３０年千葉市条例第３６号）の趣旨を踏まえて、施設内は全面禁煙とし、受動喫煙の防止を徹

底すること。 

 

（６）個人情報の保護及び情報公開 

   千葉市個人情報保護条例（平成１７年千葉市条例第５号）第１２条及び千葉市指定管理者等個

人情報保護規程に基づき、公の施設の管理運営に関し保有する個人情報の保護に関し必要な措置

を講じること。 

また、千葉市情報公開条例（平成１２年千葉市条例第５２号）第２６条第１項の規定に基づき、
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公の施設の管理運営に関して保有する情報の公開に関し必要な措置を講じること。 

 

 

（７）規程の整備 

   指定管理者は、法人において定めた文書規程、経理規程、施設管理規程、就業規則等をあらか

じめ市に届け出るとともに、それに従って管理運営を行うこと。また、使用者の処遇方法、使用

者が守るべき規律その他施設の管理運営に関する重要事項について規程を定め、市に届け出るこ

と。なお、これらの規程に変更が生じた場合は、速やかに市に届けること。 

 

（８）事業計画書等の作成 

指定管理者は、市が別に定める期日までに、修繕その他翌年度の事業実施に必要な経費等を含

めた事業計画書等を作成し、市に提出すること。市は、提出された見積書について精査し、指定

管理者と協議の上、翌年度の指定管理委託料の額を含めて年度ごとに協定を締結する。 

 

（９）事業報告書等の作成 

指定管理者は、市が別に定める期日までに年度ごとの事業報告書等を作成し、市に提出するこ

と。 

 

（10）保険等 

施設そのものの瑕疵等、市の責任において生じた対人的な賠償責任については、市で加入する

「全国市長会」市民総合賠償補償保険の対象となるが、施設の運営上生じた責任等その対象とな

らない部分については、指定管理者の責任において必要と考えられる保険に加入すること。 

なお、建物部分の火災保険については「公益社団法人全国市有物件災害共済会」建物総合損害

共済に市で加入しており、火災、落雷、破裂・爆発、建物・工作物の外部からの物体の落下・飛

来・衝突・倒壊、車両の衝突・接触、騒じょう・労働争議・これら類似の集団示威行動に伴う暴

行、風水損害、土砂崩れについては対象となっているので、これらが生じた場合は、市に報告す

ること。故意・重過失・法令違反・地震・ガラスのみの損害は対象とならないが、同じく報告す

ること。ただし、指定管理者において故意・重過失・法令違反があった場合、市は求償権を有す

るものであること。 

 

（11）環境への配慮 

再生資源その他の環境への負荷の低減に資する資材を利用する等、環境に配慮した具体的な取

組を行うこと。 

 

（12）市内産業の振興 

   本施設の管理運営を行うに際し、その一部を第三者に委託し、又は請負わせる等の場合は、予

め市の承認を得ること。また、委託先等は、原則として市内業者（千葉市内に本店又は主たる事

務所を有する者をいう。）とし、必要に応じ準市内業者（千葉市内に支店・営業所等を有する者

をいう。）、市外業者の順に拡大すること。 

 

（13）災害時の対応 

   災害対応設備は、災害時にその機能を発揮できるよう、常に適切な維持を行うとともに、災害

の発生時において、市が緊急に防災拠点、避難場所等として本施設を使用する必要があるときは、

市の指示により、避難者等を受け入れるとともに、市と連携した的確な対応を行うこと。 

 

（14）関係機関との連絡調整等 

   市その他関係機関との密接な連携に努めること。また、市から依頼する調査、資料作成等につ
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いては適切かつ迅速に対応すること。 

 

 

（15）指定期間終了時の引継業務 

   指定期間中の備品台帳、管理運営の状況、施設維持管理の状況、使用状況等の引継事項を取り

まとめ、市に提出するとともに、次期指定管理者との円滑な業務の引き継ぎに努めること。 

 

７ 市の施策等の尊重 

管理運営の対象が公の施設であることを踏まえ、市の施策等を尊重した管理運営を行うこと。

ただし、市の実施する各種事業に対する協力及び市との事業の共催に当たっては、市から追加費

用の支払を担保するものではない。 

 

８ 指定管理料 

（１）指定管理者の収入 

管理運営経費として市が支払う指定管理料を収入として管理運営を行うものとし、使用者から

徴収する使用料及び手数料は、全て市の歳入とする。 

 

（２）管理運営経費等 

  ア 管理運営経費には、次のアからウまでに掲げる経費を含むものとし、管理運営経費の算定方

法の詳細は、協定書に定めるものとする。 

（ア）人件費（退職給与引当金含む。） 

（イ）事務費 

（ウ）事業費 

イ 指定管理者としての業務に関し発生する公租公課は、協定書に別段の定めがある場合を除き、

指定管理者が負担する。 

 

（３）指定管理料の支払い 

   指定管理料は会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）ごとに決定するものとし、支払い

の方法は、協定書に定める方法による。 

 

（４）口座の管理 

指定管理料及び指定管理者としての業務に関し発生する他の収入は、施設ごとに別の口座で管

理し、法人が他の事業等で利用する口座とは別の口座で管理すること。 

 

９ 行政財産の目的外使用許可 

電柱の設置その他行政財産の目的外使用許可の権限は市が有するものとする。新たに許可を与え

る場合には、市と指定管理者が協議を行うものとする。  
 

10 リスク分担に対する方針 

管理運営に当たり想定される主なリスク分担の方針は、次表のとおりとする。ただし、市の予算

や実施方針に変化が生じた場合は、指定管理者は市と協議の上、適切な範囲についてリスクを負担

すること。 

種 類 リスクの内容 
負担者 

市 指定管理者 

法令等の変更 本事業に直接影響する法令等の変更 ○  

税制変更 市の事業及び本事業のみに影響を与える税制の変

更 
○  
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消費税及び地方消費税に係る税制の変更 ○  

指定管理者の利益に課される税制の変更  ○ 

業務の中止・延期 市の指示によるもの ○  

事業者の事業放棄、破綻  ○ 

不可抗力 天災・暴動等による履行不能 ○  

許認可遅延 業務の実施に必要な許認可取得の遅延等(市が取得

するもの） 
○  

上記の以外の場合  ○ 

議会の議決 指定管理者指定議案が可決されなかったことに起

因するもの 
 ○ 

計画変更 市の事業内容の変更に起因する計画変更 ○  

上記以外の場合  ○ 

運営費上昇 市の事業内容の変更に起因する運営費の増大 ○  

避難所等の運営等に伴うもの ○  

上記以外の場合  ○ 

施設等の損傷 事業者の責めに帰すべき場合  ○ 

上記以外の場合 ○  

備品等の損傷 指定管理者が所有する備品等の損傷 ○  

性能不適合 募集要項等、協定により定めた要求水準に不適合  ○ 

需要変動 市の事業内容の変更に起因する需要変動 ○  

上記以外の場合  ○ 

利用者への対応 施設の瑕疵等、施設所有者の責めに帰すべき場合 ○  

上記以外の場合  ○ 

第三者への賠償 施設運営上の周辺住民等への損害（騒音、振動、臭

気等） 
 ○ 

施設の管理運営の瑕疵による第三者への損害  ○ 

 

11 その他 

（１）業務継続困難時の対応 

ア 指定管理者の責めに帰すべき事由による場合 

指定管理者の責めに帰すべき事由により、業務の継続が困難になった場合は、市は指定の取

消しをすることができるものとし、市に生じた損害は指定管理者が賠償すること。また、次期

指定管理者が円滑かつ支障なく、本施設の管理運営業務を遂行できるよう、引継ぎを行うこと。 

イ 当事者の責めに帰することができない事由による場合 

不可抗力等、市及び指定管理者双方の責めに帰すことのできない事由により、業務の継続が

困難になった場合、業務の継続の可否について市と協議を行うこと。また、業務の継続が不能

となった場合には、双方協議の上、協定を解除できるものとし、次期指定管理者が円滑かつ支

障なく、本施設の管理運営業務を遂行できるよう、引継ぎを行うこと。 

 

（２）その他 

   この管理運営の基準に規定するもののほか、施設の管理運営について疑義が生じた場合は、市

と協議を行い決定するものとする。 

 


